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令和３年第３回東洋町議会定例会 令和３年９月９日 木曜日 

 

議事のてんまつ 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（西岡 尚宏 議長） 

皆さん、おはようございます。 

ただいまの出席議員は全員であります。 

よって、定足数に達しております。 

会議に先立ちまして、新型コロナウイルス感染症等の予防のた

め、東洋町議会では、皆さまにマスクの着用と手のアルコール消

毒をお願いをしております。 

ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。 

発言者のマスク着用については、着用することとします。 

マスク着用については、十分気を付けてください。 

これより、令和３年第３回東洋町議会定例会を開会します。 

（開会時間： ９時００分） 

直ちに、本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配布したとおり、 

会議録署名議員の指名、会期の決定のほか、議案として、決算

認定９件、専決補正予算１件、条例１件、補正予算５件、人事２

件、その他２件の計２０件であります。 

日程に入るに先立ちまして、諸般の報告を行います。 

まず、地方自治法第２３５条の２第３項の規定により、監査委

員から令和３年５月から７月分の例月出納検査の結果について、

不都合は認められないとの報告が提出されております。 

また、令和２年度東洋町一般会計歳入歳出決算、各特別会計歳

入歳出決算審査意見書が提出されております。 
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次に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１

項の規定により、教育委員会から令和２年度東洋町教育委員会の

自己点検・評価シートが提出されております。 

次に、閉会中の議員派遣１件について報告があり、代表派遣議

員から提出されております。 

以上をもって、諸般の報告を終わります。 

日程に入る前に、町長から行政報告について、発言の申出があ

りましたので、これを許します。 

松延町長。 

 

（松延 宏幸 町長） 

おはようございます。 

残暑、厳しき折、また昨日の局地的な大雨でですね、国道５５

号が通行止めとなっておりますけれども、本日、令和３年９月定

例会を招集いたしましたところ、議員全員のご出席を賜りまし

て、誠にありがとうございます。 

 昨年同議会でも申し上げましたけれども、本年の９月に入り

ましても、新型コロナの感染が、第５波として高知県を含めて全

国で発症事例の拡大が続いている情勢にあります。 

 県内におきましても、より感染力が強いとされるデルタ株に

よる感染が広がっているとされております。 

 高知県は、新型コロナウイルス感染症対応の目安におけるス

テージを８月２０日から９月３日までを非常事態に引き上げま

したが、更に９月１２日まで延長しております。 

 また８月２７日から９月１２日まではまん延防止等重点措置

の対象区域に高知市が指定されている状況にあります。 
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 本年も、不透明な状況が続くということを再認識し、コロナ

禍の社会情勢に対応していかなければなりません。 

 また国政におきましては、自民党総裁選が９月１７日告示、

２９日投開票という日程が決定をされております。 

 衆議院議員の任期が１０月２１日と迫っておりますけれど

も、解散や総選挙の日程などが、総裁選の影響で流動的な情勢と

なっております。地方行政といたしましても注視していくととも

に、事務執行に臨機応変に対応していかなければならない、と思

っているところでございます。 

 本定例会への提出案件でございますが、令和２年度の各会計

決算の認定案件９件、条例改正案１件、ワクチン接種の追加費用

などに伴います令和３年度の一般会計専決予算１件、令和３年度

の特別会計を含む補正予算案５件、人事同意案件２件、報告事項

１件、その他の件１件、併せまして、合計２０件となっておりま

す。委員会等でのご審議も含めまして、適切なご決定をお願いを

申し上げます。 

 それでは提案理由に先立ちまして、若干の行政報告をさせて

いただきます。 

まず、デジタル庁の発足についてでございます。 

 国におきましては、９月１日にデジタル庁が発足いたしてお

ります。デジタル庁は、行政のオンライン化に必要な基盤整備が

大きな柱となっておりますけれども、各省庁や各自治体の情報シ

ステムの改善、マイナンバーを活用しての行政事務の拡大、カー

ドの普及などを進めることを目的としております。 

 年末までに作成される重点計画では、マイナンバーカードの

普及が重要課題と位置づけられることが想定されておりまして、
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県や町も行政手続きのオンライン化等への対応が、一層求められ

てくることとなります。 

ＩＴシステム整備については、地方への負担などに対する具体

的な地方支援策等について不透明な部分もあることから、国の動

向や進展状況などを見極めながら、特に財政負担についてです

ね、注視をしていきたいと考えておるところでございます。 

次にワクチン接種の状況についてでございますが、本町のワ

クチン接種につきましては、ＯＧや、医療機関などの協力もいた

だきながら全職員体制で、４月２１日から集団接種に取り組んで

参ったところでございます。 

 優先度の年齢区分といたしましては、まず７５歳以上、そし

て４５歳未満の基礎疾患を有する方も含む４５歳以上、そして１

２歳以上と３段階で実施をいたしております。８月２２日には、

接種希望者への集団接種を無事に終了をいたしております。 

 現在は、何らかの事情で集団接種の期間中に、接種を受ける

ことができなかった方々を対象に、８月３１日と９月７日に１回

目の個別接種を実施をしておりまして、９月２１日、２８日に２

回目の接種を予定をしているところでございます。 

 年齢別接種率でございますけれども、１２歳以上～４５歳未

満は６３．７％、４５歳～６５歳未満が８４．３％、６５歳以上

につきましては、８９．４％、平均で８３．１％となっていると

ころでございます。 

 全体での接種率は、８５％以上となる見込みでございますけ

れども、この個別接種で本町でのワクチン接種計画は完了するこ

ととなります。 

続きまして、東洋町地域振興券についてでございます。 
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 ６月議会で予算可決していただきました地域振興券の執行状

況について、ご報告をいたします。 

 議会終了後に、直ちに事務作業に取り組みまして、６月下旬

には、全住民を対象に、一人５千円分の振興券の送付を完了した

ところでございます。 

 使用期限は１２月末としておりますけれども、町への換金率

は、９月３日現在で、５７．４７％となっているところでござい

ます。 

 最後に、阿南安芸自動車道の進展状況について、ご報告をいた

します。既にマスコミ報道にもございましたけれども、阿南安芸

自動車道の海陽町多良から野根間におけます、野根インターを含

む野根地区の２．２㎞区間が、住民・国・県・町と設計協議に合

意したことによりまして、７月１９日に高知市の土佐国道事務所

で調印式が執り行われたところでございます。 

 高規格道路の海部から野根道路では、初の合意でございまし

て、今後用地買収、建設工事に順次着手していくこととなります。 

 生見地区、甲浦地区でも同様に設計協議の合意をいただきま

して、一日でも早い工事着手に取り組んで参りたい、と改めて思

っているところでございます。 

現在コロナ禍が継続している社会情勢でございますけれども、

要望活動などにも様々な影響を受けておりますけれども、８の字

ネットワークの一部であります、阿南安芸自動車道の早期完成に

向けまして、各同盟会などと情報共有して、連携して予算の確保

に一層の努力を重ねて参りたい、と考えております。 

以上、簡単でございますけれども、９月定例会での行政報告と

させていただきます。 
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（西岡 尚宏 議長） 

町長の行政報告が終わりました。 

日程に入ります。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本定例会の会議録署名議員は、議会会議規則第１２６条の規定

により、２番、髙畠俊彦君、並びに３番、小松熈君を指名します。 

日程第２、会期の決定の件を議題とします。 

議会運営委員会で検討されておりますので、委員長の報告を求

めます。 

高畠議会運営委員長。 

 

（髙畠議会運営委員長） 

皆さん、おはようございます。 

それでは令和３年第３回定例会議会運営委員会の報告を行い

ます。 

９月６日に、議会運営委員会を開催し、本定例会の会期並びに

運営等について協議いたしました結果、本定例会の会期は、本日

９日から、９月１４日火曜日までの６日間とする。 

運営につきましては、本日の開会日に、提出者から提案理由の

説明を受け、本日９日の本会議散会後から、委員会及び議案審査

のため休会、１４日に再開し、審議、採決の後に一般質問を行う。 

 議案質疑は一問一答方式の時間制とし、議案全体で１人３０

分以内、答弁者も３０分以内とする。次に、一般質問については、

一問一答方式の時間制とし、質問全体で質問時間を１人２０分以

内とする。また、執行部の答弁時間も２０分以内とする。なお、
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一般質問及び議案質疑については、議会会議規則第６４条の２の

規定により、反問権を行使することができる。また、反問権も制

限時間に含めることとする。 

新型コロナウイルス感染症対策として、制限時間を短縮してお

ります。  

議案質疑の通告期限は、１０日金曜日正午まで、一般質問の通

告期限は、９日木曜日午後５時までとする。 

なお、人事案件については、質疑、討論を省略し、直ちに審議、

採決とする。 

次に辺野古新基地建設中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移

転について国民的議論を行い、憲法に基づき公正かつ民主的に解

決するべきとする意見書の採択を求める陳情 

次に沖縄本島南部からの埋め立て用土砂採取計画の断念を国

に要請することの要請 

次にコロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充

実を求める意見書の３件を総務教育民生常任委員会へ付託する。

以上のように決定しました。 

これで議会運営委員会の報告を終わります。 

 

（西岡 尚宏 議長） 

議会運営委員長の報告が終わりましたので、ここでお諮りいた

します。 

ただいまの委員長の報告のとおり、本定例会の会期は、本日か

ら９月１４日までの６日間としたいと思いますが、これにご異議

ありませんか。 

（議席より異議なしとの声あり） 



 

１１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

異議なしと認めます。 

よって、会期は、本日から９月１４日までの６日間と決定いた

しました。 

 

日程第３、認定第１号、令和２年度東洋町一般会計歳入歳出決

算の認定についての件から、日程第１１、認定第９号、令和２年

度東洋町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

についてまでの９件を、この際、一括議題としたいと思いますが、

これにご異議ありませんか。 

（議席より異議なしとの声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、さよう決しました。 

直ちに、提出者の説明を求めます。 

松延町長。 

 

（松延 宏幸 町長） 

それではご提案を申し上げます。 

認定第１号令和２年度東洋町一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて、地方自治法第２３３条第３項の規定により、別紙、監査

委員の意見を付けて、議会の認定に付する。令和３年９月９日提

出でございます。 

 

続きまして、認定第２号令和２年度東洋町住宅新築資金等貸付

事業特別会計歳入歳出決算の認定について、地方自治法第２３３

条第３項の規定により、別紙、監査委員の意見を付けて、議会の

認定に付する。令和３年９月９日提出でございます。 



 

１２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定第３号令和２年度東洋町国民健康保険事業特別会計歳入

歳出決算の認定について、地方自治法第２３３条第３項の規定に

より、別紙、監査委員の意見を付けて、議会の認定に付する。令

和３年９月９日提出でございます。 

 

続きまして、認定第４号令和２年度東洋町介護保険事業特別会

計歳入歳出決算の認定について、地方自治法第２３３条第３項の

規定により、別紙、監査委員の意見を付けて、議会の認定に付す

る。令和３年９月９日提出でございます。 

 

認定第５号令和２年度東洋町介護サービス事業特別会計歳入

歳出決算の認定について、地方自治法第２３３条第３項の規定に

より、別紙、監査委員の意見を付けて、議会の認定に付する。令

和３年９月９日提出でございます。 

 

認定第６号令和２年度東洋町下水道事業特別会計歳入歳出決

算の認定について、地方自治法第２３３条第３項の規定により、

別紙、監査委員の意見を付けて、議会の認定に付する。令和３年

９月９日提出でございます。 

 

認定第７号令和２年度東洋町簡易水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定について、地方自治法第２３３条第３項の規定によ

り、別紙、監査委員の意見を付けて、議会の認定に付する。令和

３年９月９日提出でございます。 
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認定第８号令和２年度東洋町観光施設事業特別会計歳入歳出

決算の認定について、地方自治法第２３３条第３項の規定によ

り、別紙、監査委員の意見を付けて、議会の認定に付する。令和

３年９月９日提出でございます。 

 

認定第９号令和２年度東洋町後期高齢者医療保険事業特別会

計歳入歳出決算の認定について、地方自治法第２３３条第３項の

規定により、別紙、監査委員の意見を付けて、議会の認定に付す

る。令和３年９月９日提出でございます。 

 

提案理由でございます。認定第１号から認定第９号について、

一括してご報告を申し上げます。 

一般会計では、収入済額は、３６億７３３５万３千円、支出済

額は、３４億６０９７万５千円、歳入歳出差引、２億１２３７万

８千円の黒字となっております。 

次に、住宅新築資金等貸付事業特別会計では、収入済額は、４

８２５万４千円、支出済額は、２億３３４８万７千円、歳入歳出

差引、１億８５２３万３千円の赤字となっております。 

次に、国民健康保険事業特別会計では、収入済額は、４億７７

７０万８千円、支出済額は、４億７７１９万６千円、歳入歳出差

引、５１万２千円の黒字となっております。 

１０ページでございます。次に、介護保険事業特別会計では、

収入済額は、６億７２５万３千円、支出済額は、５億８２８１万

円、歳入歳出差引、２４４４万３千円の黒字となっております。 

次に、介護サービス事業特別会計では、収入済額は、１３４１

万５１２０円、支出済額は、１３４１万４９６７円、歳入歳出差
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引、１５３円の黒字となっております。 

次に、下水道事業特別会計では、収入済額は、２億１５５万３

千円、支出済額は、２億１４３万５千円、歳入歳出差引、１１万

８千円の黒字となっております。 

次に、簡易水道事業特別会計では、収入済額は、１億５６９万

９千円、支出済額は、１億５２１万８千円、歳入歳出差引、４８

万１千円の黒字となっております。 

次に、観光施設事業特別会計では、収入済額は、６０７７万６

千円、支出済額は、６０６７万７千円、歳入歳出差引、９万８千

円の黒字となっております。 

次に、後期高齢者医療保険事業特別会計では、収入済額は、４

９４８万５千円、支出済額は、４８６８万円、歳入歳出差引、８

０万５千円の黒字となっております。 

最後に、東洋町全会計では、収入済額は、５２億３７４９万６

千円、支出済額は、５１億８３８９万４千円、歳入歳出差引、５

３６０万２千円の黒字となっているところでございます。 

また、令和２年度東洋町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算

説明の主要施策成果報告書を添付しております。地方自治法第２

４１条第５項の規定による基金の運用状況につきましては、決算

書の３６７ページから３７１ページに掲げております。 

なお、決算の内容につきましては、総務課長が説明をいたしま

す。 

 

（西岡 尚宏 議長） 

生松総務課長。 
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（生松 克祐 総務課長） 

それでは私から、令和２年度東洋町決算報告資料にて、決算の

ご説明をさせていただきます。この資料でございます。１ページ

をご覧ください。はじめにお断りとして、この資料おいて、ペー

ジの参照と記載しておりますものにつきましては、この資料のグ

ラフ、表並びに決算書に掲載しておりますので、説明時もしくは

後ほど参照いただきますようお願い申し上げます。 

それと、決算額につきましては、円単位まで記載しております

が、この説明では、千円単位未満は省略させていただきますので

ご了承いただきたいと思います。 

それでは、令和２年度東洋町歳入歳出決算、１．決算全体の状

況についてご説明させていただきます。①収入済額全体は、５２

億３７４９万６千円で、前年度比では、４億１６２６万２千円の

増額、率にいたしますと７．９５％増となっております。うち、

一般会計収入済額は、３６億７３３５万３千円で、前年度比では、

４億１１３２万１千円の増額、率にいたしますと１１．２％増と

なっております。次に、特別会計全体の収入済額は、１５億６４

１４万３千円で、前年度比では、４９４万円の増額、率にいたし

ますと０．３２％増となっております。続きまして、②支出済額

全体は、５１億８３８９万３千円で、前年度比では、４億３６３

５万１千円の増額、率にいたしますと８．４２％増となっており

ます。うち、一般会計の支出済額は、３４億６０９７万４千円で、

前年度比では、４億７８４０万１千円の増額、率にいたしますと

１３．８２％増となっております。次に、特別会計全体の支出済

額は、１７億２２９１万９千円で、前年度比では、４２０４万９

千円の減額、率にいたしますと２．４４％減となっております。
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続きまして、③全会計の翌年度繰越金は、１０億５５０万２千円

で、前年度比では、５億７２２２万１千円の増額、率にいたしま

すと５６．９１％増となっております。これの主な増額要因につ

きましては、集落活動センター建設、地方創生臨時交付金、コロ

ナの分でございます。続きまして、④歳入歳出差引額は、５３６

０万２千円で、うち、一般会計歳入歳出差引額は、２億１２３７

万８千円でございます。 

２ページをご覧ください。⑤令和２年度経常収支比率でござい

ます。人件費、扶助費などの経常的経費、それと町税、普通交付

税などの経常的収入との比率で表す経常収支比率について、令和

２年度の決算においては、令和元年度の９７．０％から９３．３％

と３．７％減少しております。これは、前年度と比較しまして、

補助費で減少しております。続きまして、⑥令和２年度実質公債

比率でございます。３ヶ年平均でみる、実質公債費比率において

は、令和元年度１２．６％から１２．７％と０．１％増加してお

ります。これは、前年度からの公債費の増加によるものでありま

す。 

６ページをご覧ください。２．一般会計決算の状況についてで

ございます。①令和２年度一般会計決算額を令和元年度と比較す

ると、収入済額は、４億１１３２万１千円の増額、支出済額は、

４億７８４０万１千円の増額となっております。 

令和２年度の主な事業でございます。この主な事業の掲載につ

いては、各科目ごとに列挙しておりますが、時間の都合上、後ほ

どご覧いただき、決算審査時にご説明、ご質問を承りたいと思い

ますので、ここでは割愛させていただきます。 

１０ページをご覧ください。②歳入の状況でございます。ここ
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では、各科目ごとに前年度と比較して増減をお示ししており、ま

た、増減額の右側にカッコ書きで記載しております内容につきま

しては、前年度と比較して、その主な要因を記載しております。

ここでの説明は、主なもののみご説明いたしますのでご了承下さ

い。まず、その中段にございます地方交付税は、８８１９万９千

円、国庫支出金は、３億８２８２万２千円の増額ということです

けれども、マイナスはすいません黒の三角つけております。これ

は、地方創生、特別定額給付金が主なものでございます。寄附金

は、－２０６４万６千円で、ふるさと納税、繰入金は、－８３５

３万８千円で、各基金の繰入れが減少したためでございます。差

引４億１１３２万１千円増加しております。 

１１ページをご覧下さい。③令和２年度の町債でございます。

町債は、総額５億２９００万円で、その内訳は主に、ＤＭＶ導入

促進事業債３０８０万円、甲浦集落活動センターなぎ建設事業債

１億７５１０万円、野根地区防災避難施設新築事業債、繰越分で

ございますが、８６６０万円となっております。 

１２ページをご覧ください。④歳出の状況でございます。歳出

増減の内容については、各科目の増減額及び主な内訳のみご説明

いたします。まず、議会費、４１３１万２千円で、前年度との比

較では、２１５万７千円減少しております。次に、総務費、総額

は、９億８７７３万円で、前年度との比較では、２億８４０６万

３千円の増加でございます。 

主な内訳は、総務管理費 ２億８７９８万６千円で、集落活動

センターなぎ建設事業、地方創生交付金、コロナでございますが

事業費でございます。次に、民生費、総額は、８億６６０７万３

千円で、前年度との比較では、２億５５３８万３千円の増加でご
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ざいます。主な内訳は、社会福祉費２億５２５９万８千円で、特

別定額給付金事業でございます。 

１３ページに続きます。次に、衛生費、総額は、１億６７６１

万２千円で、前年度との比較では、６１５６万４千円の減少でご

ざいます。主な内訳は、清掃費－５１４３万３千円で、前年度の

芸東衛生組合負担金でございます。次に、農林水産業費、総額は、

１億１５２４万９千円で、前年度との比較では、１６５１万４千

円の減少でございます。主な内訳は、林業費－２００９万１千円

で、前年度の林道設計委託分でございます。次に、商工費、総額

は、３４９３万５千円で、前年度との比較では、２９５０万円の

減少でございます。主な内訳は、前年度の生見駐車場、川口キャ

ンプ場整備事業でございます。次に、土木費、総額は、２億９２

８２万２千円で、前年度との比較では、９９２万１千円の増加で

ございます。主な内訳は、道路橋梁費３８４８万４千円で、野根

川橋橋梁補修でございます。 

１４ページに続きます。次に、消防費、総額は、３億１５８３

万５千円で、前年度との比較では、２億５２２０万円の増加でご

ざいます。主な内訳は、野根地区防災避難施設新築事業でござい

ます。次に、教育費、総額は、１億６５４３万２千円で、前年度

との比較では、３２７１万８千円の減少でございます。主な内訳

は、教育総務費－３５５２万９千円で、前年度の学校の空調設備

事業でございます。次に、災害復旧費、総額は、６２７５万８千

円で、前年度との比較では、３１５４万８千円の増加でございま

す。 

１５ページに続きます。主な内訳は、公共土木施設災害復旧費

２１９１万円で、これは町道日曽谷、川口ですけども日曽谷三十
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郎線工事でございます。次に、公債費、総額は、４億１１２１万

１千円で、前年度との比較では、１４７２万円の増加でございま

す。続きまして、⑤基金の状況でございます。令和３年３月３１

日現在、基金の現金･有価証券の主な残高は、財政調整基金で１

億２１６０万円、施設整備基金で１億３２７２万９千円、減債基

金で９３７２万円、これ国債を含んでおります。地域福祉基金で

５１７０万６千円、ふるさとづくり基金で９５１７万７千円、防

災対策加速化基金で５２２７万円、森林環境譲与税基金で１４３

４万６千円などで、合計６億３００３万５千円、前年度比では、

３５０５万８千円減少しております。また、介護給付費準備金、

奨学基金、土地開発基金、国民健康保険高額療養費貸付基金の状

況は、決算書の２８０ページ、３６０ページ（３６７ページ）か

ら３７１ページを載せておりますので後ほど参照いただきたい

と思います。 

１６ページをご覧ください。⑥町債の状況でございます。令和

２年度末の町債の主な残高は、公共事業等債２億８９４９万円、

緊急防災・減災事業債７億７０８４万３千円、過疎対策事業債１

７億３９２３万８千円、臨時財政対策債９億２２７８万６千円な

どで、総額４０億９３４３万３千円の残高、前年度比では、１億

３４９０万６千円増加しております。 

２５ページをご覧ください。３．特別会計決算の状況でござい

ます。特別会計全体の決算額について、収入済額では、１５億６

４１４万３千円、前年度比では、４９４万円の増額、率にいたし

ますと０．３２％増となっております。次に、支出済額では、１

７億２２９１万９千円で、前年度比では、４２０４万９千円の減

額、率にいたしますと２．４４％減となっております。 
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続きまして、各特別会計でございます。①住宅新築資金等貸付

事業特別会計については、収入済額では、４８２５万４千円、前

年度比では、１５１２万４千円の増額、率にいたしますと３１．

３４％増となっております。これは、滞納処分による県補助金が

増加したことによるものでございます。 

次に支出済額では、２億３３４８万７千円で、前年度比では、

２６５４万４千円の減額、率にいたしますと１１．３７％減とな

っております。歳入歳出差引では、－１億８５２３万３千円の赤

字決算となっております。 

次に、②国民健康保険事業特別会計について、収入済額では、

４億７７７０万７千円で、前年度比では、１０９１万９千円の減

額、率にいたしますと２．２９％減となっております 

次に、支出済額では、４億７７１９万６千円で、前年度比では、

１０８２万８千円の減額、率にいたしますと２．２７％減となっ

ております。歳入歳出差引では、５１万１千円の黒字決算となっ

ております。 

２６ページをご覧ください。次に、③介護保険事業特別会計に

ついて、収入済額では、６億７２５万２千円で、前年度比では、

１８３万９千円の増額、率にいたしますと０．３０％増となって

おります。 

次に、支出済額では、５億８２８０万９千円で、前年度比では、

６０６万２千円の減額、率にいたしますと１．０４％減となって

おります。歳入歳出差引では、２４４４万２千円の黒字決算とな

っております。 

次に、④介護サービス事業特別会計について、収入済額では、

１３４１万５千円で、前年度比では、２７万４千円の増額、率に
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いたしますと２．０４％増となっております。 

次に、支出済額では、１３４１万４千円で、前年度比では、２

７万４千円の増額、率にいたしますと２．０４％増となっており

ます歳入歳出差引では、１５３円の黒字決算となっております。 

次に、⑤下水道事業特別会計について、収入済額では、２億１

５５万３千円で、前年度比では、５４２６万７千円の増額、率に

いたしますと２６．９２％増となっております。 

次に、支出済額では、２億１４３万４千円で、前年度比では、

５４４９万円の増額、率にいたしますと２７．０５％増となって

おります。これは甲浦浄化センター設備更新事業によるものでご

ざいます。 

２７ページに続きます。歳入歳出差引では、１１万８千円の黒

字決算となっております。 

次に、⑥簡易水道事業特別会計について、収入済額では、１億

５６９万９千円で、前年度比では、４９２２万５千円の減額、率

にいたしますと４６．５７％減となっております。 

次に、支出済額では１億５２１万８千円で、前年度比では、４

９６４万８千円の減額、率にいたしますと４７．１９％減となっ

ております。これは、前年度の川口、相間地区取水施設等整備工

事によるものでございます。歳入歳出差引では、４８万１千円の

黒字決算となっております。 

次に、⑦観光施設事業特別会計について、収入済額では、６０

７７万５千円で、前年度比では、７５５万４千円の減額、率にい

たしますと１２．４３％減となっております。 

次に支出済額では、６０６７万７千円で、前年度比では、５７

９万２千円の減額、率にいたしますと９．５５％減となっており
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ます。歳入歳出差引では、９万８千円の黒字決算となっておりま

す。 

２８ページをご覧下さい。最後に、⑧後期高齢者医療保険事業

特別会計について、収入済額では、４９４８万５千円で、前年度

比では、１１３万４千円の増額、率にいたしますと２．２９％増

となっております。支出済額では、４８６８万円で、前年度比で

は、２０６万２千円の増額、率にいたしますと４．２４％増とな

っております。歳入歳出差引では、８０万４千円の黒字決算とな

っております。 

以上でございます。なお、グラフ及び表につきましては、後ほ

どご参照いただきますようお願い申し上げます。ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

（西岡 尚宏 議長） 

以上で、一括議題とした提出案件の説明は、すべて終わりまし

た。ここでお諮りいたします。 

認定第１号、令和２年度東洋町一般会計歳入歳出決算の認定に

ついての件から、認定第９号、令和２年度東洋町後期高齢者医療

保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの９件は、質

疑を省略し、議会委員会条例第５条の規定による、議長を除く７

人の委員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託し

て審査することにしたいと思いますが、これにご異議ありません

か。 

（議席より異議なしとの声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、認定第１号から認定第９号までの９件は、質疑を省略
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し、議長を除く７人の委員で構成する決算審査特別委員会を設置

し、これに付託して、審査することに決定しました。 

暫時、休憩します。 

（決算審査名簿配布） 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

お諮りいたします。 

ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員の選任に

ついては、議会委員会条例第７条第４項の規定により、お手元に

配布した名簿のとおり、２番高畠俊彦君、３番小松熈君、４番武

山裕一君、５番小野正路君、６番今宮裕明君、７番田島毅三夫君、

８番福島登君を指名したいと思いますが、これにご異議ありませ

んか。 

（議席より異議なしとの声あり） 

異議なしと認めます。よって、決算審査特別委員会の委員は、

名簿のとおり選任することに決定いたしました。ただいま選任さ

れました特別委員の方々は、次の休憩中に委員会を開催し、正副

委員長の互選を行って下さい。場所は議員控え室でお願いをいた

します。なお、初めての委員会でありますので、議会委員会条例

第９条第１項の規定により、ここに議長が口頭で招集の通知をし

ます。また、正副委員長がおりませんので、議会委員会条例第９

条第２項の規定により、年長委員が臨時委員長として、正副委員

長を互選することになります。委員会の正副委員長が互選されま

したら、配布します報告書に記載の上、直ちに議長へ提出して下

さい。 

ここで、１５分間の休憩をいたします。再開は１０時０５分で

あります。 
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（休憩時間：９時５２分）（正副委員長の互選） 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（再開時間：１０時０５分） 

決算審査特別委員会の委員長、副委員長の互選結果について報

告します。委員長に小松熈君、副委員長に今宮裕明君、以上であ

ります。 

 

日程第１２、承認第５号、専決処分事項令和３年度東洋町一般

会計補正予算専決第１号の承認を求めることについての件から､

日程第１９､議案第３１号、東洋町過疎地域持続的発展計画の策

定についてまでの８件を、この際一括議題としたいと思います

が、これにご異議ありませんか。 

（議席より異議なしとの声あり） 

異議なしと認めます。よって、さよう決しました。直ちに、提

出者の説明を求めます。松延町長。 

 

（松延 宏幸 町長） 

承認第５号でございます。専決処分事項、令和３年度東洋町一

般会計補正予算専決第１号の承認を求めることについて、緊急を

要しましたので、地方自治法第１７９条第１項の規定により、別

紙、専決処分書のとおり処分したので、同法第３項の規定により

報告し、議会の承認を求める。令和３年９月９日提出でございま

す。提案理由でございます。国において、新型コロナウイルスワ

クチン接種負担金の時間外及び休日の接種費用の上乗せが示さ

れたことに伴いまして、予算の追加、また子育て世帯生活支援特

別給付金を支給するために令和３年７月２日に専決処分させて
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いただいております。なお、内容につきましては、総務課長が説

明をいたします。 

議案第２５号東洋町手数料徴収条例の一部を改正することに

ついて、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の

議決を求める。令和３年９月９日提出でございます。提案理由で

ございます。主な改正は、行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律の一部改正によりまして、マ

イナンバーカードの再交付手数料を廃止しようとするものでご

ざいます。なお、内容につきましては、住民課長が説明をいたし

ます。 

続きまして議案第２６号令和３年度東洋町一般会計補正予算

第２号を定めることについて、地方自治法第２１８条第１項の規

定により、議会の議決を求める。令和３年９月９日提出でござい

ます。提案理由でございます。歳入歳出それぞれ１億４５２４万

７千円を追加をいたしまして、予算の総額を歳入歳出それぞれ３

０億２７５９万６千円とするものでございます。歳入では、地方

交付税、分担金及び負担金、国及び県支出金、諸収入、町債を計

上をいたしております。歳出では、職員用のパソコン購入費、基

金積立金、電算室エアコン取付工事費、銀杏保育園修繕費、町道

改良工事費、野根小中学校修繕費などを計上をいたしておりま

す。なお、内容につきましては、総務課長が説明をいたします。 

続きまして議案第２７号令和３年度東洋町介護保険事業特別

会計補正予算第１号を定めることについて、地方自治法第２１８

条第１項の規定により、議会の議決を求める。令和３年９月９日 

提出でございます。提案理由でございます。歳入歳出それぞれ２

８９６万６千円を追加をいたしまして、予算の総額を歳入歳出そ
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れぞれ６億１８２５万６千円とするものでございます。歳入で

は、国及び県支出金、繰入金、繰越金を計上しております。 

歳出では、システムの改修費、給付費還付金、準備基金積立金

などを計上いたしております。なお、内容につきましては、地域

包括支援センター事務局長が説明をいたします。 

続きまして議案第２８号令和３年度東洋町下水道事業特別会

計補正予算第１号を定めることについて、地方自治法第２１８条

第１項の規定により、議会の議決を求める。令和３年９月９日提

出でございます。提案理由でございます。歳入歳出それぞれ追加

はございませんが、債務負担行為を定めようとするものでござい

ます。なお、内容につきましては、産業建設課長が説明をいたし

ます。 

続きまして議案第２９号令和３年度東洋町簡易水道事業特別

会計補正予算第１号を定めることについて、地方自治法第２１８

条第１項の規定により、議会の議決を求める。令和３年９月９日 

提出でございます。提案理由でございます。歳入歳出それぞれ５

５０万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ１億４１４６

万４千円とするものでございます。歳入では、町債を計上をいた

しております。歳出では、相間地区配水管延長工事費などを計上

をいたしております。なお、内容につきましては、産業建設課長

が説明をいたします。 

議案第３０号令和３年度東洋町観光施設事業特別会計補正予

算第１号を定めることについて、地方自治法第２１８条第１項の

規定により、議会の議決を求める。令和３年９月９日提出でござ

います。提案理由でございます。歳入歳出それぞれ６５万５千円

を追加をいたしまして、予算の総額を歳入歳出それぞれ６２７１
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万５千円とするものでございます。歳入では、観光施設事業収入

を計上しております。歳出では、海の駅修繕費などを計上してお

ります。なお、内容につきましては、産業建設課長が説明を致し

ます。 

続きまして議案第３１号東洋町過疎地域持続的発展計画の策

定について、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第

８条第１項の規定により、議会の議決を求める。令和３年９月９

日提出でございます。提案理由でございます。本町では、過疎地

域自立促進特別措置法に基づきまして、平成２８年度から令和２

年度までの５ヶ年計画を策定しておりました。今回、計画期間が

満了いたしまして、令和３年度から新たな過疎の特別措置法が制

定されましたので、令和３年度から令和７年度までの５ヶ年計画

を策定しようとするものでございます。なお、内容につきまして

は、総務課長が説明をいたします。以上でございます。 

 

（西岡 尚宏 議長） 

生松総務課長。 

 

（生松 克祐 総務課長） 

おはようございます。それでは私から、承認第５号、専決処分

事項、令和３年度東洋町一般会計補正予算専決第１号の承認を求

めることについて、ご説明をいたします。予算書の１ページをお

願いいたします。今回の補正について、歳入歳出それぞれ６４６

万３千円を計上し、予算の総額を歳入歳出それぞれ２８億８２３

４万９千円とするものでございます。 

３ページをお願いいたします。 
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（予算書に基づき説明） 

 

（西岡 尚宏 議長） 

築地住民課長。 

 

（築地 仲音 住民課長） 

それでは、議案第２５号東洋町手数料徴収条例の一部を改正す

ることについてご説明をいたします。第３回東洋町議会定例会資

料としまして、議案関係資料と新旧対照条文をお配りしておりま

す。新旧対照条文よりご説明させていただきます。１ページをお

願いします。東洋町手数料徴収条例の一部を改正する条例、第 2

条第 1 項第２４号の通知カードの再交付手数料、1 件につき５０

０円及び第２５号、個人番号カードの再交付手数料、1 件につき

８００円を削除しております。 

第２４号の個人番号をお知らせするための通知カードは、平成

２７年１０月に全ての住民の方に、簡易書留で送付されているも

のです。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律の一部改正により、令和２年５月２５日から通

知カードが廃止されたため、今回、通知カードの再交付手数料に

関する規定を削除しております。 

続いて第２５号の個人番号カードは、同法律の一部改正に伴

い、地方公共団体情報システム機構がマイナンバーカードを発行

するものとして明確化されたため、令和３年９月１日から再発行

手数料の徴収をする必要がなくなりましたので、個人番号カード

の再交付手数料に関する規定を削除しております。 

次に第２７号の各種証明手数料、１枚について３００円を、１
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件について３００円に改正しております。今までは、証明書が複

数枚に渡る場合、1枚につき３００円ずつ徴収しておりましたが、

公印の押印１件につき３００円へ改正させていただいておりま

す。この条例は、交付の日から施行し、令和３年９月１日から適

用になります。 

以上で説明を終わります。 

 

（西岡 尚宏 議長） 

生松総務課長。 

 

（生松 克祐 総務課長） 

それでは私から議案第２６号、令和３年度東洋町一般会計補正

予算第２号を定めることについて、ご説明をいたします。 

予算書の１ページをお願いいたします。 

今回の補正について、歳入歳出それぞれ１億４５２４万７千円

を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ３０億２７５９万６千

円とするものでございます。 

３ページをお願いいたします。 

（予算書に基づき説明） 

 

（西岡 尚宏 議長） 

近藤地域包括支援センター事務局長。 

 

（近藤 真人 地域包括支援センター事務局長） 

それでは私の方から議案第２７号令和３年度東洋町介護保険

事業特別会計補正予算第１号を定めることについてご説明いた
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します。今回の補正は歳入歳出それぞれ２８９６万６千円を追加

し、予算の総額を歳入歳出それぞれ６億１８２５万６千円とする

もので、歳入では保険給付費等の追加分の受け入れや前年度から

の繰入金など、歳出では保険給付費等の返還金や準備基金積立金

などを追加するものとなっております。予算書の２ページをお願

いします。 

（予算書に基づき説明） 

 

（西岡 尚宏 議長） 

小池産業建設課長。 

 

（小池 昭平 産業建設課長） 

それでは私のほうから議案第２８号から議案第３０号までに

ついてご説明させていただきます。 

まず初めに議案第２８号です。令和３年度東洋町下水道事業特

別会計補正予算第１号についてご説明申し上げます。予算書の１

ページをお願いします。歳入歳出の総額に変更はございません。

債務負担行為の事項一款及び限度額を下げようとするものでご

ざいます。２ページをお願いします。 

（予算書に基づき説明） 

続きまして、令和３年度東洋町簡易水道事業特別会計補正予算

についてご説明申し上げます。予算書の１ページをお願いしま

す。歳入歳出それぞれ５５０万円を追加し、予算の総額を歳入歳

出それぞれ１億４１４６万４千円とするものでございます。２ペ

ージをお願いします。 

（予算書に基づき説明） 
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続きまして議案３０号です。令和３年度東洋町観光施設事業特

別会計補正予算第１号についてご説明申し上げます。予算書の１

ページをお願いします。歳入歳出それぞれ６５万５千円をついか

し、予算総額を歳入歳出それぞれ６２７１万５千円とするもので

ございます。２ページをお願いします。 

（予算書に基づき説明） 

 

（西岡 尚宏 議長） 

生松総務課長。 

 

（生松 克祐 総務課長） 

それでは私から議案第３１号、東洋町過疎地域持続的発展計画

の策定についてご説明をいたします。 

資料は東洋町過疎地域持続的発展計画案というものと、薄っぺ

らいものですが令和３年度概算事業計画というこの２枚でござ

います。それではご説明をいたします。今回、本町の過疎計画は

令和２年度をもって計画期間が満了になりました。そして、新た

な過疎の特別措置法により、令和３年度から令和７年度までの５

ヶ年計画を策定するものでございます。その計画がこの分厚い冊

子のものでございます。この計画を策定することによりまして、

過疎債の借入をすることができます。有利な起債を本町がするこ

とによりまして、本町の財政負担の軽減を図って参りたいと思っ

ております。以前の過疎計画では、５年間計画をお示ししており

ましたが、この薄っぺらい令和３年度の概算事業というものでご

ざいますけども、これが以前は５年間のお示しすることになって

おりましたが、今回新たな特別措置法では３年度計画ごとになり
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ました。この冊子については５年計画になっておりますが、薄い

概算事業計画は３年度計画ということで、今回お示ししておりま

す計画の分は令和３年度分のみとなっております。 

この計画では、また後ほどご参照いただきたいと思いますが、

令和３年度の計画では事業内容といたしまして高知県新食肉セ

ンター施設整備負担金事業ですとか、種子島周辺漁業対策事業、

野根川橋橋梁修繕耐震補強事業、ＤＭＶ導入促進事業、簡易水道

耐震管路更新事業、甲浦地区公民館耐震化工事事業などがござい

ます。以前の過疎計画の内容も盛り込みまして概算事業費は、す

いません、甲浦地区公民館改修工事などがございまして、令和３

年度におきましては概算総事業費として３億３６２５万１千円

としております。また、この新しい過疎計画は以前の過疎計画か

ら追加、変更、削除しておりまして事業内容も同事業のものもご

ざいますが、またこの計画書につきましては、後ほどご参照いた

だければと思っております。 

以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

（西岡 尚宏 議長） 

以上で一括議題とした提出案件の説明がすべて終わりました。 

ここで１５分間休憩をしたいと思います。 

再開は１１時２０分です。 

（休憩時間１１時０４分） 

休憩前に引き続き会議を始めます。 

会議を始める前に、簡易水道の説明で数字が間違っていました

ので、小池産業建設課長から説明があります。 

小池産業建設課長。 
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（小池 昭平 産業建設課長） 

大変申し訳ございません。先ほど説明させていただきました東

洋町簡易水道事業特別会計補正予算第１号の中で予算書の間違

いがありましたので申し訳ございませんが訂正をお願いしたい

と思います。予算書７ページ… 

（議長より、開いたかの確認あり） 

特別会計補正予算の７ページを申し訳ございませんお開きく

ださい。よろしいでしょうか。その中で６款町債の 1 節簡易水道

事業債の説明の欄ですが簡易水道事業債２３０万円、過疎対策事

業債２２０万円と記載してありますが、正しくは簡易水道事業債

が２８０万円、過疎対策事業債が２７０万円です。大変申し訳ご

ざいませんでした。訂正をお願いします。 

 

（西岡 尚宏 議長） 

わかりましたか。いいですか。 

それでは日程第２０、同意第２号東洋町監査委員の選任につき

同意を求めることについての件を議題とします。 

直ちに提出者の説明を求めます。松延町長。 

 

（松延 宏幸 町長） 

同意第２号でございます。東洋町監査委員の選任につき同意を

求めることについて、次の者を監査委員に選任したいので、地方

自治法第１９６条第１項の規定により、議会の同意を求める。令

和３年９月９日提出でございます。 

氏名は弘田賀䡄氏でございます。生年月日は昭和２８年２月７
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日となっております。住所は高知県安芸郡東洋町大字白浜７７番

地１、任期は令和３年９月１２日から令和７年９月１１日となっ

ております。 

提案理由でございますが、令和３年９月１１日をもって監査委

員の弘田委員が任期満了となります。引き続き、弘田委員を選任

したいと存じますので、よろしくお願いいたします。別紙に身上

調書をつけておりますので、ご参照を願います。 

 

（西岡 尚宏 議長） 

提出者の説明が終わりました。本案については、質疑、討論を

省略し、直ちに採決することにご異議ありませんか。 

（議席より異議なしとの声あり） 

異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 

 

これより、同意第２号、東洋町監査委員の選任につき同意を求

めることについての件を採決します。この採決は、無記名投票を

もって行います。 

議場の閉鎖を命じます。（議場閉鎖） 

ただいまの出席議員は７名であります。議会会議規則第３２条

第２項の規定により、立会人に４番、武山裕一君、並びに５番、

小野正路君を指名します。 

投票用紙を配布させます。（投票用紙配布） 

本案を可とする諸君は賛成と、否とする諸君は反対と記載願い

ます。なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投

票及び賛否が明らかでない投票は、議会会議規則第８４条の規定

により、否とみなすことになっております。投票用紙の配布漏れ
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はありませんか。 

（議席よりなしとの声あり） 

配布漏れなしと認めます。 

投票箱を改めさせます。（投票箱点検） 

異常なしと認めます。これより投票に入ります。２番議員より、

順次、投票願います。投票漏れはありませんか。 

（議席よりなしとの声） 

投票漏れなしと認めます。投票を終了します。開票を行います。 

４番武山裕一君、並びに５番小野正路君、立会いをお願いしま

す。投票の結果を報告します。 

投票総数 7 票、うち有効投票 7 票、無効投票 0 票であります。

有効投票中、賛成 6 票、反対 1 票。以上のとおりであります。 

よって、同意第２号、東洋町監査委員の選任につき同意を求め

ることについての件は、同意することに決定いたしました。 

議場の閉鎖を解きます。（議場閉鎖解除） 

 

日程第２１、同意第３号、東洋町固定資産評価審査委員会の委

員の選任につき同意を求めることについての件を議題とします。 

直ちに提出者の説明を求めます。松延町長。 

 

（松延 宏幸 町長） 

同意第３号、東洋町固定資産評価審査委員会の委員の選任につ

き同意を求めることについて、次の者を東洋町固定資産評価審査

委員会の委員に選任したいので、地方税法第４２３条第３項の規

定により、議会の同意を求める。令和３年９月９日提出でござい

ます。 
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氏名は山﨑雄史氏でございます。生年月日は昭和２６年１０月

１６日となっております。住所は高知県安芸郡東洋町大字野根乙

２１７番地１、任期は令和３年９月９日から令和６年９月８日ま

でとなっております。 

提案理由でございます。令和３年６月２３日をもって固定資産

評価審査委員の山﨑委員が任期満了となっております。引き続

き、山﨑委員を選任したいと存じますので、よろしくお願いをい

たします。身上調書は別紙のとおりとなっております。ご参照願

います。よろしくお願いいたします。 

 

（西岡 尚宏 議長） 

提出者の説明が終わりました。本案については、質疑、討論を

省略し、直ちに採決することにご異議ありませんか。 

（議席より異議なしとの声あり） 

異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 

 

これより、同意第３号東洋町固定資産評価審査委員会の委員の

選任につき同意を求めることについての件を採決します。この採

決は、無記名投票をもって行います。 

議場の閉鎖を命じます。（議場閉鎖） 

ただいまの出席議員は７名であります。 

議会会議規則第３２条第２項の規定により、立会人に６番今宮

裕明君、並びに７番田島毅三夫君を指名します。 

投票用紙を配布させます。（投票用紙配布） 

本案を可とする諸君は賛成と、否とする諸君は反対と記載願い

ます。なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投
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票及び賛否が明らかでない投票は、議会会議規則第８４条の規定

により、否とみなすことになっております。 

投票用紙の配布漏れはありませんか。 

（議席よりなしとの声あり） 

配布漏れなしと認めます。 

投票箱を改めさせます。（投票箱点検） 

異常なしと認めます。これより投票に入ります。２番議員より、

順次、投票願います。投票漏れはありませんか。 

（議席よりなしとの声あり） 

投票漏れなしと認めます。投票を終了します。開票を行います。

６番今宮裕明君、並びに７番田島毅三夫君、立会いをお願いしま

す。 

投票の結果を報告します。 

投票総数 7 票、うち有効投票 7 票、無効投票 0 票であります。

有効投票中、賛成 7 票、反対 0 票。以上のとおりであります。 

よって、同意第３号、東洋町固定資産評価審査委員会の委員の

選任につき同意を求めることについての件は、同意することに決

定いたしました。 

議場の閉鎖を解きます。（議場閉鎖解除） 

 

日程第２２、報告第４号令和２年度財政の健全化判断比率等の

報告についての、報告を求めます。松延町長。 

 

（松延 宏幸 町長） 

報告第４号でございます。 

令和２年度財政の健全化判断比率等の報告について、地方公共
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団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第

１項の規定により、ご報告を申し上げます。毎年度、健全化判断

比率等を監査委員の審査に付して議会に報告しなければならな

い指標は下記のとおりでございます。 

実質赤字比率、連結実質赤字比率共に該当はございません。実

質公債費比率は１２．７％、将来負担比率は６７．８％となって

おります。資金不足比率も該当はございません。以上でございま

す。 

 

（西岡 尚宏 議長） 

以上で、本日の議事日程は、すべて終了いたしました。 

ここでお諮りいたします。 

冒頭の議会運営委員長の報告のとおり、本会議散会後から休会

とし、審議、採決並びに一般質問のため、１４日午前９時から再

開したいと思います。これに、ご異議ありませんか。 

（議席より異議なしとの声あり） 

異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 

本日は、これにて散会します。 

次の議会放送は１４日、午前９時から開始いたします。 

これにて議会放送を終了いたします。 

どうもお疲れさまでございました。 

（散会時間：１１時３６分） 
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